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特定健康診査について 

 

【受診券・利用券の配布について】 

問１ 特定健康診査の受診券や特定保健指導の利用券を、紙ではなく、電子媒

体にて対象者に配布することは可能か。 

（答） 特定健診・特定保健指導実施機関において、有資格者か否かの判別や、

契約で定めた実施内容、保険者への請求額を算定するための各保険者が設

定する窓口負担額を確認するために、必要な情報の確認及び保管ができる

ように対応していれば可能。 

なお、必要な情報については、特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施

に向けた手引き（第４版）にて示している受診券及び利用券の様式を参考に

すること。 

 

【検査項目について】 

問２ 尿検査で４＋以上の結果が出た場合、実績報告時はどのように記録すれ

ば良いか。 

（答） 「５.+++」と記録すること。 

 

【標準的な質問票について】 

問３ 標準的な質問票において、「条件１：最近１ヶ月間吸っている」はどの

ように考えたら良いか。 

（答） 健診前１ヶ月間に１本以上吸っている場合は、条件１を満たす。 

 


